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一
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ω
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℃
℃
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著

　
近
年
、
我
が
国
の
犯
罪
学
・
刑
事
政
策
学
に
お
い
て
、
刑
事
司
法
論
と
い
う

領
域
が
脚
光
を
浴
び
て
き
た
。
個
人
や
社
会
に
向
け
ら
れ
た
こ
れ
ま
で
の
犯
罪

研
究
は
、
犯
罪
を
統
制
す
る
側
の
間
題
性
を
も
考
慮
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
ヘ
と
様

変
わ
り
し
た
も
の
と
い
え
る
。
あ
る
ひ
と
つ
の
逸
脱
行
動
お
よ
び
犯
罪
行
為

は
、
私
人
に
よ
つ
て
統
制
さ
れ
、
警
察
、
検
察
、
裁
判
を
経
て
、
矯
正
、
保
護

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
が
、
我
々
刑
事
政
策
学
に
か
か
わ
る
者
に
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
四
　
　
（
一
四
八
O
）

の
プ
β
セ
ス
の
現
実
に
眼
を
向
け
て
、
し
つ
か
り
し
た
認
識
を
も
つ
こ
と
が
要

求
さ
れ
て
き
て
い
る
わ
け
で
あ
る
Q

　
こ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
犯
罪
の
増
加
に
苦
し
む
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
の

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
、
大
規
模
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
つ
く
り
、
各
刑
事
司
法
機

関
へ
の
財
源
的
援
助
を
行
な
つ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
遠
因
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
と
い
う
の
は
、
各
機
関
に
よ
る
財
源
獲
得
の
た
め
の
誇
示
的
な
活
動

が
、
刑
事
司
法
機
関
の
実
情
分
析
や
、
各
機
関
相
互
の
連
携
に
つ
い
て
の
研
究

を
助
長
さ
せ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
合
衆
国

で
は
ク
リ
ミ
ナ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
と
名
う
つ
た
書
物
は
、
う
な
る
よ
う
に
出

版
さ
れ
、
そ
れ
は
、
犯
罪
学
・
刑
事
政
策
学
の
分
野
に
お
け
る
入
門
編
的
地
位

を
確
立
す
る
に
至
つ
て
い
る
。
我
が
国
に
も
、
そ
の
研
究
の
方
法
論
的
成
果
は

大
い
に
吸
収
さ
れ
、
最
近
の
教
科
書
の
中
に
は
、
刑
事
司
法
制
度
の
分
析
に
頁

を
さ
い
た
も
の
が
多
く
あ
る
　
（
吉
岡
一
男
『
刑
事
学
』
（
一
九
八
○
年
）
、
阿
部
純
二

他
『
刑
事
政
策
入
門
』
（
一
九
八
一
年
）
を
参
照
。
ま
た
合
衆
国
の
刑
事
司
法
に
関
す
る

教
育
課
程
の
紹
介
と
し
て
、
冨
田
信
穂
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
学
に
お
け
る
刑
事
司
法

に
関
す
る
課
程
」
常
磐
学
園
短
期
大
学
研
究
紀
要
九
号
（
一
九
八
○
年
）
二
七
頁
以
下

が
あ
る
）
o

　
さ
て
、
カ
ナ
ダ
で
も
、
事
情
は
さ
ほ
ど
か
わ
り
な
い
。
私
は
、
一
九
八
三
年
三
月

六
日
か
ら
一
一
目
ま
で
バ
ソ
ク
ー
パ
ー
で
開
催
さ
れ
た
第
三
三
回
犯
罪
学
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
；
ス
　
（
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
は
、
E
．
A
3
フ
ァ
タ
ー
、
テ
ー

マ
は
「
犯
罪
の
被
害
者
」
で
あ
つ
た
）
に
、
常
磐
大
学
の
諸
澤
英
道
教
授
と
参
加

し
た
。
そ
の
折
に
、
二
人
で
サ
イ
モ
ソ
・
フ
レ
ー
ザ
i
大
学
（
バ
ン
ク
ー
バ
ー
市

街
よ
り
車
で
東
に
四
〇
分
ほ
ど
の
高
台
の
森
の
中
に
位
置
す
る
）
を
訪
れ
、
犯
罪
学
部
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門
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等
の
説
明
を
う
欧
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
、
こ
の
サ
イ

モ
ソ
・
フ
レ
ー
ザ
大
学
学
際
科
学
部
犯
罪
学
部
門
（
∪
ε
貰
段
。
暮
9
9
ぎ
γ

昌
o
一
〇
碗
ざ
男
8
巳
身
9
冒
け
巽
＆
ω
0
6
一
一
尽
蔓
Gっ
け
＆
一
〇
の
｝
ω
一
ヨ
8
男
轟
ω
段
q
艮
1

〈
。
琶
身
）
の
三
人
の
若
き
研
究
者
C
・
T
・
グ
リ
フ
ィ
ス
（
》
ω
ω
一
鈴
零
9
午

の
の
貫
）
、
J
・
F
・
ク
レ
イ
ソ
、
（
》
ω
ω
8
㌶
8
℃
o
o
8
器
8
）
、
S
・
N
・
ヴ
ァ
ー

ダ
ソ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（
｝
ω
の
8
韓
。
即
9
霧
ω
S
）
に
よ
つ
て
書
か
れ
た
大
学
の

テ
キ
ス
ト
で
あ
る
Q
は
し
が
き
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
、
大
学
の
学
部
ま
た
は
教

養
課
程
で
用
い
ら
れ
る
、
カ
ナ
ダ
の
刑
事
司
法
に
つ
い
て
の
入
門
書
と
さ
れ
る

が
、
刑
法
を
学
習
す
る
者
が
、
初
年
度
に
本
書
を
読
む
こ
と
も
意
図
さ
れ
て
い

る
o

　
本
書
の
性
格
は
、
こ
の
よ
う
に
大
学
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

我
が
国
に
お
け
る
カ
ナ
ダ
の
刑
事
司
法
に
関
す
る
理
解
は
、
未
だ
十
分
な
も
の

と
は
い
え
ず
、
本
書
の
も
つ
意
義
は
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
紹
介
す
る

こ
と
に
し
た
。

　
こ
こ
で
、
サ
イ
モ
ン
・
フ
レ
ー
ザ
ー
大
学
の
犯
罪
学
部
門
に
つ
い
て
簡
単
に

コ
メ
ン
ト
し
て
お
こ
う
。
犯
罪
学
部
門
は
、
E
・
A
・
フ
ァ
タ
ー
　
翁
§
暮
》

冨
詳
魯
）
教
授
の
尽
力
に
よ
り
、
一
九
七
五
年
九
月
、
学
部
が
、
七
八
年
九
月

に
は
大
学
院
の
コ
ー
ス
が
設
置
さ
れ
た
ぽ
か
り
で
、
ま
だ
そ
の
歴
史
は
浅
い
。

だ
が
、
D
・
チ
ャ
ペ
ル
（
∪
§
8
昌
o
富
署
Φ
ε
教
授
を
は
じ
め
と
し
て
、
六

名
の
助
教
授
等
を
含
め
、
二
〇
名
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
こ
こ
に
集
い
、
活
発
な
活

動
を
行
な
つ
て
い
る
。
今
回
の
犯
罪
学
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ー
ス
を
準

備
し
、
成
功
さ
せ
た
こ
と
で
も
、
そ
の
力
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、

サ
イ
モ
ン
・
フ
レ
ー
ザ
！
大
学
に
は
、
犯
罪
学
研
究
セ
ン
タ
i
（
9
ぎ
言
。
一
？

　
　
　
紹
介
と
批
評

臓
8
一
梁
8
賃
＆
9
嘗
お
）
が
、
一
九
七
八
年
に
設
置
さ
れ
（
所
長
は
、
ぎ
尽
竃

幻
。
①
ω
。
げ
教
授
）
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
に
お
け
る
犯
罪
研
究

の
牙
城
と
な
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
二

　
本
書
は
、
次
の
一
一
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　
第
一
章
、
カ
ナ
ダ
の
刑
事
司
法
制
度
入
門
（
円
ぎ
9
慧
象
讐
9
首
ぎ
巴

　
　
　
　
甘
ω
け
一
8
留
ω
審
員
○
昌
冒
ぼ
o
＆
g
一
〇
p
暑
μ
ー
ト
。
G
。
）

　
　
第
二
章
、
一
般
市
民
と
刑
事
司
法
制
度
（
↓
審
害
霞
。
弩
q
爵
⑦
9
ぎ
一
－

　
　
　
　
g
一
甘
馨
一
8
ω
鴇
8
β
署
’
謡
ー
ム
一
）

　
　
第
三
章
、
カ
ナ
ダ
の
警
察
活
動
（
勺
＆
g
凝
ぎ
9
塁
鼠
も
マ
お
ー
・
。
一
）

　
　
第
四
章
、
警
察
の
力
と
裁
量
（
勺
畠
8
害
毒
毎
磐
α
9
ω
。
同
Φ
ぎ
P
箸
・

　
　
　
　
c
。
ω
－
一
嶺
）

　
　
第
五
章
、
刑
事
裁
判
制
度
（
円
冨
9
一
巨
口
巴
o
。
貰
叶
ω
旨
8
p
℃
三
ミ
ー

　
　
　
　
一
＄
）

　
　
第
六
章
、
判
決
（
ω
窪
3
8
ぎ
堕
署
≒
一
f
一
箋
）

　
　
第
七
章
、
矯
正
施
設
（
o
。
旨
。
＆
8
巴
冒
ω
韓
暮
δ
3
署
・
一
8
1
邸
ミ
）

　
　
第
八
章
、
更
正
保
護
（
o
o
営
営
彦
凶
ぞ
山
器
盆
9
畦
8
ぎ
β
竈
・
球
甲

　
　
　
　
N
o。
一
）

　
　
第
九
章
、
少
年
司
法
制
度
（
円
ぎ
冒
く
Φ
邑
Φ
冒
隆
8
ω
嚇
8
β
寧
認
ω
ー

　
　
　
　
ω
一
〇
）

　
　
第
一
〇
章
、
犯
罪
者
の
特
殊
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
ω
冨
。
芭
O
暫
溜
8
一
霧
9

　
　
　
　
0
隷
o
昌
α
o
お
蝸
℃
や
ω
ミ
ー
ω
倉
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五
　
　
（
一
四
八
一
）
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紹
介
と
批
評

　
　
第
二
章
、
カ
ナ
ダ
の
刑
事
司
法
展
望
（
↓
冨
え
の
冒
9
尽
良
壁
9
ぎ
ア

　
　
　
　
鍔
一
甘
ω
試
o
P
唱
P
oo
臨
ー
撃
一
）
’

　
以
下
、
順
次
各
章
の
概
要
を
説
明
し
て
い
こ
う
。
第
一
章
で
は
、
カ
ナ
ダ
の

刑
事
司
法
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
が
加
え
ら
れ
る
が
、
と
く
に
力
を
注
が

れ
て
い
る
の
が
警
察
機
構
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
三
章
と
第
四
章
と

で
よ
り
詳
し
く
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
犯
罪
予

防
と
犯
罪
者
の
検
挙
活
動
と
い
う
第
一
線
的
役
割
が
警
察
に
負
わ
さ
れ
て
い
る

現
実
を
考
え
る
と
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
一
九
七
七
年
か
ら
七
八
年
に
か

け
て
の
会
計
年
度
に
お
い
て
、
約
二
五
億
ド
ル
（
ヵ
ナ
ダ
ド
ル
）
の
税
金
が
刑

事
司
法
に
投
入
さ
れ
て
い
る
が
（
こ
れ
は
、
一
九
八
六
年
ま
で
に
は
年
間
五
〇
億
ド

ル
か
ら
七
五
億
ド
ル
ち
か
く
上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）
、
こ

の
う
ち
、
警
察
に
か
け
ら
れ
る
支
出
は
、
一
七
億
ド
ル
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
刑
事
司
法
全
体
の
支
出
の
う
ち
約
六
五
％
に
相
当
す
る
。
こ
の
よ
う
に
力

の
注
が
れ
て
い
る
カ
ナ
ダ
の
警
察
組
織
は
、
連
邦
政
府
の
掌
握
す
る
　
菊
2
巴

9
蕃
鎌
き
鼠
8
旨
＆
勺
○
ま
。
（
閃
O
鋸
勺
）
と
、
州
レ
ベ
ル
の
ギ
o
≦
篶
芭
℃
島
8

お
よ
び
市
警
察
に
相
当
す
る
竃
き
憲
哀
一
震
い
8
巴
℃
亀
8
に
別
れ
て
い

る
Q
も
つ
と
も
州
警
察
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
と
オ
ン
タ
リ
オ
州

に
し
か
存
し
な
い
。
他
の
州
は
、
連
邦
政
府
と
の
契
約
に
も
と
づ
い
て
、

菊
O
冒
℃
に
警
察
活
動
を
委
ね
て
い
る
。

　
カ
ナ
ダ
の
刑
法
典
は
、
一
八
九
二
年
連
邦
議
会
で
制
定
さ
れ
、
今
目
ま
で
何

度
か
の
改
正
が
く
り
返
さ
れ
て
き
て
い
る
。
証
拠
法
も
少
年
法
も
、
連
邦
レ
ベ

ル
の
法
律
で
あ
る
。

　
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
、
少
年
事
件
を
担
当
す
る
少
年
裁
判
所
と
、
一
般
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六
　
　
（
一
四
八
二
）

事
事
件
を
担
当
す
る
地
方
裁
判
所
、
控
訴
裁
判
所
は
、
州
に
属
す
る
が
、
最
高

裁
判
所
と
連
邦
裁
判
所
の
判
事
は
、
連
邦
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
。

　
矯
正
に
つ
い
て
は
、
州
政
府
は
、
甘
く
9
幕
9
三
誘
お
よ
び
二
年
未
満
の

刑
期
を
言
い
渡
さ
れ
た
受
刑
者
を
収
容
す
る
知
①
♂
§
讐
o
蔓
℃
冨
・
霧
を
掌
握

し
、
二
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
収
容
す
る
℃
窪
箒
注
畳
9
は

連
邦
政
府
の
管
轄
下
に
お
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
連
邦
政
府
で
は
、
O
O
展
。
？

ぎ
冨
一
詔
三
8
亀
O
弩
践
騨
と
い
う
統
合
組
織
を
設
け
、
同
様
に
連
邦
政
府

に
属
す
る
Z
豊
身
巴
評
巨
の
ω
8
巳
と
と
も
に
、
矯
正
か
ら
更
生
保
護
ま
で

の
一
切
の
責
を
負
つ
て
い
る
。

　
第
二
章
で
は
、
刑
事
司
法
の
中
で
市
民
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
扱
わ
れ
て

い
る
。
市
民
ま
た
は
私
人
に
よ
る
犯
罪
の
統
制
は
、
最
も
直
接
的
な
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
で
あ
り
、
警
察
に
被
害
を
届
け
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
犯
罪
現
象
の
実
像

に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
本
章
で
は
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の
実
証

研
究
（
被
害
者
調
査
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
地
域
住
民
の
持
つ
意
識

を
重
視
し
、
地
域
住
民
の
問
題
に
対
す
る
関
心
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
れ
ば
、
そ
れ

だ
け
公
的
な
犯
罪
統
制
が
強
く
な
る
と
指
摘
し
て
、
　
9
葛
鎌
き
》
鴇
a
毘
8

3
目
9
。
℃
お
ぎ
日
一
8
9
9
一
日
の
等
の
民
間
の
犯
罪
予
防
・
啓
蒙
活
動
の
意

義
を
論
じ
て
い
る
。

　
第
三
章
で
は
、
警
察
活
動
の
起
源
に
始
ま
り
、
今
日
の
警
察
機
構
に
つ
い

て
、
叙
述
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
さ
き
の
力
O
鼠
℃
に
つ
い
て
の
み
紹
介
し
て

お
こ
う
o
び
○
旨
の
節
O
貰
○
一
ぎ
o
ゆ
δ
≦
＝
（
》
昌
q
冨
ロ
9
0
ユ
器
島
国
富
8
藁
9

爵
⑦
幻
o
竃
勺
L
箋
ω
）
に
よ
つ
て
、
そ
の
沿
革
が
略
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

即
O
＆
勺
の
前
身
は
一
九
〇
四
年
の
知
o
峯
一
2
9
葺
－
≦
婁
言
○
§
8
α
勺
○
葎
①
で
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あ
つ
た
が
、
二
〇
年
に
現
在
の
名
称
と
な
り
、
三
二
年
に
は
マ
ニ
ト
バ
州
、
五

〇
年
に
は
、
ブ
リ
テ
冒
ッ
シ
ュ
・
コ
β
ン
ピ
ア
州
（
以
下
B
・
c
と
表
示
）
な
ど

と
契
約
し
て
、
連
邦
警
察
と
し
て
の
組
織
を
固
め
た
。
即
O
家
℃
は
法
務
次
長
・

（
ω
・
一
一
魯
8
0
撃
①
邑
）
の
指
揮
下
に
あ
る
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
を
そ
の
長
と
す

る
も
の
で
、
本
部
は
オ
タ
ワ
に
あ
る
。
　
一
九
七
七
年
三
月
現
在
で
即
○
ζ
勺
の

人
員
は
一
万
八
一
九
八
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
穿
巨
○
の
オ
房
》
3
Z
㊤
H
8
瓜
。

》
呂
ぎ
o
計
蝉
巳
9
茜
ω
》
簿
等
の
違
反
者
の
検
挙
に
あ
た
る
が
、
通
常
、

刑
法
典
の
違
反
者
の
取
締
に
は
あ
た
ら
な
い
。

　
こ
の
他
、
本
章
で
は
「
カ
ナ
ダ
の
社
会
に
お
け
る
警
察
の
役
割
」
「
警
察
と

市
民
」
「
カ
ナ
ダ
の
警
察
活
動
に
お
け
る
現
代
の
間
題
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
ヵ
ナ
ダ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
見
ら
れ
る
ほ
ど
の
人
権
間
題
は
な

い
が
、
そ
れ
で
も
、
原
住
民
に
対
す
る
対
策
は
ひ
と
つ
の
問
題
と
な
つ
て
い

る
Q
B
・
C
の
菊
○
ζ
勺
は
、
　
一
九
七
二
年
に
乞
呂
奉
℃
o
一
一
。
ぎ
α
q
O
o
o
箆
一
－

尽
8
目
と
い
う
制
度
を
創
設
し
た
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
タ
ー
の
義
務
は
、
原
住
民

に
対
す
る
警
察
活
動
を
改
善
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
。

　
第
四
章
は
、
警
察
活
動
の
具
体
的
内
容
を
、
逮
捕
、
捜
索
．
差
押
、
監
視
、

尋
問
と
い
う
各
節
を
設
け
て
解
説
す
る
。
こ
の
章
で
、
証
拠
排
除
法
測
や
ア
ジ

虹
ン
・
プ
・
ヴ
ォ
カ
ト
ゥ
ー
ル
な
ど
も
扱
わ
れ
、
法
に
よ
る
警
察
の
支
配
の
間

題
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
警
察
の
裁
量
の
問
題
に
も
論
が
進
め
ら
れ
、

裁
量
の
際
の
因
子
と
し
て
、
犯
罪
者
の
特
性
と
の
欄
係
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

　
第
五
章
は
、
刑
事
裁
判
制
度
に
つ
い
て
で
あ
る
。
犯
罪
の
分
類
、
予
審
、
公

判
、
上
訴
と
い
つ
た
順
に
解
説
が
加
え
ら
れ
た
の
ち
、
一
九
七
八
年
の
B
．
C

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

に
お
け
る
州
裁
判
所
刑
事
部
の
統
計
、
流
れ
図
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
こ
の
年
、
一
一
万
四
三
五
四
件
の
受
理
が
あ
り
、
う
ち
無
罪
の
抗
弁

を
し
た
の
が
六
万
一
八
六
一
件
（
五
四
二
％
）
、
そ
の
中
で
二
万
三
二
六
七
件

（
二
〇
・
三
％
）
は
有
罪
と
な
つ
て
い
る
の
で
、
結
局
、
有
罪
宣
告
が
な
さ
れ

た
の
は
、
七
万
五
七
六
〇
件
（
六
六
．
三
％
）
で
あ
つ
た
。

　
第
六
章
で
は
、
右
に
見
た
有
罪
宣
告
を
さ
れ
た
も
の
の
刑
の
内
容
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
少
し
資
料
は
古
い
が
、
一
九
七
三
年
の
全
加
（
但
し
、
ケ
ベ
ッ

ク
と
ア
ル
ベ
ル
タ
は
除
く
）
有
罪
宣
告
数
、
紺
一
四
〇
万
件
の
う
ち
、
九
二
・
七

％
が
罰
金
刑
で
あ
る
。
ま
た
、
指
標
犯
罪
で
は
、
有
罪
判
決
を
う
け
た
人
員
が

約
四
万
人
、
う
ち
罰
金
刑
が
三
四
・
三
％
、
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
二
三
．
五

％
、
保
護
観
察
を
伴
わ
な
い
執
行
猶
予
五
・
八
％
、
州
の
施
設
へ
の
収
容
が
三

二
・
二
％
、
連
邦
施
設
へ
の
収
容
が
四
・
二
％
と
な
つ
て
い
る
。

　
ま
た
こ
の
章
で
は
、
メ
ニ
ン
ガ
ー
や
マ
ー
チ
ン
ソ
ン
、
ア
レ
ン
と
い
つ
た
著

名
な
論
者
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
応
報
、
社
会
復
帰
、
被
害
の
賠
償
に

つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
七
章
は
、
矯
正
制
度
の
発
展
、
と
り
わ
け
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
刑
務
所
の
歴

史
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
カ
ナ
ダ
の
刑
務
所
は
、
保
安
の
観
点

か
ら
百
四
民
ヨ
β
B
ω
①
8
ユ
蔓
（
逃
亡
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
も
し
、
逃
亡
し
た
場
合
に
、

社
会
に
害
を
与
え
る
危
険
の
あ
惹
者
を
収
容
す
る
）
、
ヨ
巴
ご
ヨ
・
D
の
8
比
受
（
逃
亡
の
お

そ
れ
は
あ
る
が
、
逃
亡
し
た
と
し
て
も
社
会
に
害
を
与
え
る
危
険
の
な
い
者
を
収
容
す

る
）
、
日
ぽ
一
e
偉
目
器
8
鼠
蔓
（
逃
亡
の
お
そ
れ
も
な
く
、
社
会
に
害
を
与
え
る
危
険
も
な

い
者
を
収
容
す
る
）
と
い
つ
た
三
種
の
施
設
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
も
多
く
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
施
設
内
の
目
課
な
ど
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七
　
　
（
一
四
八
三
）
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紹
介
と
批
評

て
も
叙
述
が
な
さ
れ
、
カ
ナ
ダ
の
行
刑
の
実
情
に
つ
い
て
知
る
の
に
役
に
立
つ
。

　
女
子
の
受
刑
者
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
は
万
国
共
通
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
女
子
の
た
め
の
施
設
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
も
、
そ
の
例
外
で

は
な
く
、
女
子
刑
務
所
は
キ
ン
グ
ス
ト
ン
と
オ
ン
タ
リ
オ
に
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
カ
ナ
ダ
の
場
合
、
二
年
以
上
の
自
由
刑
を
う
け
る
、
つ
ま
り
連
邦
の
刑
務

所
に
収
容
さ
れ
る
女
子
受
刑
者
が
少
な
い
こ
と
に
よ
る
（
ち
な
み
に
、
野
昏

閃
餌
9
ω
ぎ
o
客
O
o
旨
①
9
一
〇
霧
冒
O
目
客
倉
ご
G
。
ω
に
よ
れ
ば
、
　
一
工
ハ
名
で
あ
つ

た
）
。
我
が
国
同
様
、
こ
こ
で
も
家
族
等
の
面
会
に
は
困
難
が
伴
う
の
で
、
半
数

ほ
ど
は
連
邦
刑
務
所
で
は
な
く
、
州
の
施
設
に
収
容
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
第
八
章
は
、
地
域
社
会
と
結
び
つ
い
た
保
護
の
間
題
を
と
り
あ
げ
る
。
本
章

は
、
プ
ロ
ベ
ィ
シ
ョ
ソ
と
パ
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
論
じ
て
あ

る
。
と
く
に
後
者
は
、
パ
・
i
ル
・
ボ
ー
ド
の
構
成
や
パ
・
ー
ル
の
決
定
に
つ

い
て
細
か
く
説
明
し
て
あ
る
。
パ
p
ー
ル
・
ボ
ー
ド
に
は
、
連
邦
刑
務
所
に
相

対
す
る
Z
器
9
巴
霊
巨
①
ω
8
置
と
、
州
の
施
設
か
ら
の
釈
放
の
際
の
賓
○
≦
亭

。
芭
ぎ
日
駐
と
が
あ
る
。
本
章
で
引
用
さ
れ
て
い
る
、
1
・
ワ
ー
ラ
ー
の
研

究
（
H
箋
5
≦
巴
一
2
ζ
魯
寄
一
8
ω
区
マ
。
5
ギ
富
。
P
一
。
課
）
は
、
注
目
に
値

す
る
。
ワ
ー
ラ
ー
は
、
一
九
六
八
年
に
オ
ン
タ
リ
オ
連
邦
刑
務
所
を
出
所
し
た

四
二
三
名
の
釈
放
者
の
そ
の
後
の
成
行
調
査
を
行
な
い
、
四
二
三
名
中
、
刑
余

者
で
あ
つ
た
一
二
〇
名
の
四
四
％
、
満
期
釈
放
者
で
あ
る
二
一
三
名
の
六
八
％

が
、
二
年
以
内
に
再
び
何
ら
か
の
犯
罪
行
為
で
逮
捕
さ
れ
た
と
報
告
し
て
い

る
o　

第
九
章
で
は
、
少
年
司
法
の
よ
つ
て
た
つ
制
定
法
、
た
と
え
ば
、
一
九
二
九

年
の
甘
＜
9
瀞
O
畠
お
諾
具
ω
餌
倉
で
あ
る
と
か
、
　
一
九
四
四
年
の
〇
三
遅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
八
　
　
（
一
四
八
四
）

≦
①
冨
お
》
9
と
い
つ
た
法
律
の
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
章
で

は
、
少
年
矯
正
と
い
う
節
が
設
定
さ
れ
て
、
キ
ャ
ン
プ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
は
じ

め
と
す
る
様
々
な
少
年
の
処
遇
に
つ
い
て
の
プ
・
グ
ラ
ム
が
呈
示
、
解
説
さ
れ

て
い
る
。
少
年
に
対
す
る
司
法
福
祉
の
充
実
を
、
こ
こ
に
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
な
お
、
本
章
末
に
は
、
現
行
の
少
年
法
と
若
年
犯
罪
者
法
草
案
と

渉
対
比
し
て
付
さ
れ
て
お
り
、
参
考
と
な
る
。

　
第
一
〇
章
で
は
、
犯
罪
者
の
特
殊
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
整
理
し
て
取
り
扱
わ
れ

て
い
る
。
危
険
な
犯
罪
者
の
節
で
は
、
常
習
犯
で
あ
る
と
か
、
危
険
な
性
犯
罪

者
等
が
、
ま
た
節
を
か
え
て
、
精
神
障
害
犯
罪
者
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
原
住
民
の
犯
罪
者
と
い
う
節
が
設
け
ら
れ
、
逮
捕
、
裁
判
、
刑
務

所
の
各
項
に
わ
た
つ
て
そ
の
現
状
と
問
題
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
本
書

の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
〇
年
か
ら
七
一
年
ま
で
の
間

に
軽
犯
罪
を
犯
し
て
州
の
施
設
に
入
つ
て
い
る
原
住
民
は
、
州
全
体
の
人
口
の

割
合
か
ら
い
え
ば
、
一
二
・
五
％
で
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
施
設
の
人
口

の
七
二
％
で
あ
つ
た
と
い
う
調
査
報
告
（
o
り
魯
β
巴
ω
9
円
冨
2
蝕
奉
R
』
窪
－

α
曾
き
α
9
Φ
審
瀬
お
凝
）
は
、
我
々
に
は
新
鮮
で
あ
ろ
う
Q

　
第
一
一
章
。
こ
こ
で
は
、
ま
と
め
と
し
て
、
簡
単
に
刑
事
司
法
の
将
来
的
展

望
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
一
般
市
民
の
刑
事
政
策
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
役
割

の
重
要
さ
が
、
改
め
て
論
じ
ら
れ
、
将
来
の
刑
事
政
策
等
の
中
心
は
、
一
般
市

民
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
内
処
遇
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
施
設
内
処
遇

に
関
し
て
も
Ω
鯨
Φ
霧
》
穿
一
8
q
O
2
8
諄
や
窓
3
ぴ
ぴ
8
冨
房
を
通
し
て

の
働
き
か
け
の
も
つ
意
味
の
重
大
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。

138



三

　
以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
刑
事
司
法
と
い
う
幅
の
広
い
領
域
全
般
に

わ
た
つ
て
、
詳
細
な
説
明
を
加
え
る
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
章
末
に

は
、
相
当
数
の
引
用
・
参
考
文
献
が
掲
示
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
カ
ナ
ダ
に
固

有
の
調
査
資
料
、
あ
る
い
は
研
究
報
告
の
例
示
は
、
カ
ナ
ダ
の
刑
事
司
法
を
こ

れ
か
ら
学
び
、
研
究
す
る
者
に
と
つ
て
、
良
き
案
内
書
と
し
て
の
役
割
を
十
二

分
に
果
た
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
も
つ
と
も
、
本
書
は
一
九
八
○
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
時

点
に
比
べ
れ
ば
、
多
少
数
値
な
ど
は
異
な
り
差
し
か
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま

た
、
本
書
で
は
、
非
犯
罪
化
や
被
害
者
補
償
制
度
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
言
及

さ
れ
て
い
な
い
。
残
念
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、
さ
き
に
述
べ
た
カ
ナ
ダ
の
刑
事

司
法
に
関
す
る
入
門
書
と
し
て
の
本
書
の
意
義
は
損
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
最
後
に
、
カ
ナ
ダ
の
矯
正
の
実
情
に
つ
い
て
、
少
し
補
足
し
て
お
こ
う
。

　
一
九
八
一
年
現
在
、
カ
ナ
ダ
の
人
口
は
、
約
二
四
〇
〇
万
人
で
あ
り
、
成
人

の
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
る
数
は
二
万
二
八
○
○
人
で
あ
る
か
ら
、
一
〇
万
人
中

の
収
容
者
比
は
九
五
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
決
し
て
少
な
い
数
字
で

は
な
い
。
我
が
国
が
四
八
人
程
度
で
あ
る
か
ら
、
我
が
国
に
比
べ
て
、
カ
ナ
ダ

は
約
二
倍
の
収
容
比
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
ツ
カ
合
衆
国

（
二
二
一
）
ほ
ど
に
は
達
し
な
い
が
、
フ
ラ
ソ
ス
（
七
〇
）
や
イ
ギ
リ
ス
（
八
五
）

を
越
す
数
値
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
の
連
邦
刑
務
所
は
、
重
警
備
施
設
一
〇
、

中
警
備
施
設
一
五
、
軽
警
備
施
設
一
二
の
他
合
わ
せ
て
五
九
施
設
あ
る
が
、
一

　
　
　
紹
介
と
批
評

九
八
二
年
一
月
現
在
、
一
万
二
二
六
人
の
受
刑
者
が
こ
れ
ら
に
収
容
さ
れ
て
い

る
。
女
性
は
一
一
六
人
で
あ
る
コ
ま
た
、
こ
れ
ら
の
う
ち
重
警
備
施
設
に
収
容

さ
れ
て
い
る
男
子
は
三
一
三
七
人
、
女
子
は
一
一
四
人
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
九

八
O
年
か
ら
八
一
年
の
会
計
年
度
で
、
連
邦
刑
務
所
へ
の
新
受
刑
者
数
は
、
四

七
八
七
人
で
あ
つ
て
、
刑
期
三
年
未
満
が
五
四
％
、
三
年
以
上
六
年
未
満
が
六

％
、
六
年
以
上
一
〇
年
未
満
が
三
二
％
、
一
〇
年
以
上
八
％
で
あ
る
。
な
お
一

九
八
一
年
一
二
月
三
一
日
現
在
の
連
邦
刑
務
所
内
受
刑
者
数
一
万
一
五
四
名

中
、
殺
人
犯
は
、
　
一
一
五
五
名
（
二
・
四
％
）
で
あ
つ
た
（
以
上
の
数
値
は
、

O
o
睡
o
o
鉱
o
g
一
ω
①
貰
一
8
0
賄
O
帥
ロ
四
血
m
｝
　
切
の
ω
一
〇
司
ロ
9
の
m
げ
o
客
O
o
旨
①
o
寓
o
拐

ぎ
O
ロ
ロ
”
α
鋤
一
這
c
o
ω
に
よ
つ
た
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
部
哲
夫

＝
二
九
　
　
（
一
四
八
五
）
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